
第１章総則 

（目的） 

第１条 この規程は、麒麟のまち地域食堂ネットワーク（以下「このネットワーク」という。）に

おけるリスク管理に関して必要な事項を定め、もってリスクの防止及びこのネットワークの損失

の最小化を図ることを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、このネットワークの役員及び職員（以下「役員職」という。）に適用される

ものとする。 

 

（定義） 

第３条 この規程において「リスク」とは、このネットワークに物理的、経済的若しくは信用上の

損失又は不利益を生じさせるすべての可能性をいい、「具体的リスク」とは、不祥事の発生、この

ネットワークに 

関する誤った情報の流布、財政の悪化、ネットワーク内部の係争、外部からの侵害、自然災害の

発生その他の要因又は原因の如何を問わず、上記の損失又は不利益の発生の具体的可能性を伴う

すべての事象をいう。 

 

第２章 役職員の責務 

（基本的責務） 

第４条 役職員は、業務の遂行に当たって、法令、会則、規定等、このネットワークの定めるリス

ク管理に関するルールを遵守しなければならない。 

 

（具体的リスクの回避等の措置） 

第５条 役職員は、その職務を遂行するに際し、具体的リスクの発生を積極的に予見し、その内容

及び程度を適切に評価するとともに、このネットワークにとって最小のコストで最良の結果が得

られるよう、その回避、軽減及び移転その他必要な措置（以下「回避等措置」という。）を事前に

講じなければならない。 

２ 役職員は、上位者を含む他の役職員に対し、業務に関する指示を仰ぐ場合又は意見を求める場

合には、当該業務において予見される具体的リスクを自発的に明らかにするとともに、当該具体

的リスクに係る回避等措置について具申しなければならない。 

 

（具体的リスク発生時の対応） 

第 6 条 役職員、具体的リスクの発生を認知した場合には、これに伴い生じるこのネットワーク



の物理的、経済的又は信用状の損失又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内で、

十分な注意をもって初期対応を行う。この場合において役職員は、当該具体的リスクに起因する

別の具体的リスクの有無も検討した上、必要に応じ、その回避等措置も併せて講ずる。 

２ 職員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに適切な上位者に必要な報告するとともに、

その後の処理については関係部署と協議を行い、上位者の指示に従う。 

３ 役員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに関係部署に必要な連絡及び指示をすると

ともに、その後の処理について関係部署と協議を行い、適切にこれを処理する。 

４ 前各項の規定にかかわらず、役職員は、具体的リスクの認識の端緒がヘルプラインである場合

には、当該具体的リスクに対する対応については、内部通報（ヘルプライン）規程に基づく対応

を優先する。 

 

 


